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追試験 試験料（1科目につき） 1,000 円

事 由 対 象 期 間 必要な書類

7日
3日
1日

発症した後5日を経過し、かつ、
解熱した後2日を経過するまで

感染症の種類による

通院が必要な日数

事故発生当日

遅延運休発生当日

教務委員会が認めた日数

指定された日

教務委員会が認めた日数

1親等（父母）
2親等（祖父母・兄弟姉妹）
3親等（叔父伯母）・その他

インフルエンザによる
出席停止

学校感染症による出席停止

上記以外の病気・怪我

警察に届け出た交通事故

公共交通機関の遅延・運休

災害により、登校が困難な場合

裁判員候補者及び裁判員
として呼び出しがあった場合

全学又は学部教務委員会が
認めたもの

葬儀等

病気・怪我

交通事故

公共交通機関の遅延・運休

災害

裁判員

その他

会葬礼状（コピーでも可）

健康安全センター長発行の
登校禁止証明書

治癒証明書

医師による診断書

事故証明書
（交通安全センター発行）

遅延証明書

罹災証明書

通知書（コピーでも可）

必要に応じて指示

日付が確認できる企業等か
らの案内文とキャリアセン
ター発行の証明書

日付が確認できる企業等か
らの案内文とキャリアセン
ター発行の証明書

❸試験料

定期試験を受けられなかった事由が、下記の事由に該当する場合は、追試験の申請をすることができます。追試験の成績判定
は定期試験の場合と同じです。
追試験を希望する者は決められた期間内に、券売機にて試験料を納入後、所定の用紙に必要事項を記入の上、事由を証明する
書類を添えて、申請期間内に手続きをしてください。

❶申請期間…定期試験の１週間前から指定の期日まで。掲示等で連絡をします。

❷対象とする事由

追試験3

就職試験

就職活動

2年生

2年生の後期

就職試験当日

就職活動当日

定期試験（追試験を含む）を受験し、単位を修得できなかった科目については、再試験の申請をすることができます。再試験を
受験することのできる科目はＤ判定の科目のみとなります。また、再試験の成績の評価は、最高でＣ（可）となります。ただし、担
当教員の判断により再試験を実施しない科目もあります。
再試験を希望する者は決められた期間内に、券売機にて試験料を納入後、所定の用紙に必要事項を記入の上、申請期間内に手
続きをしてください。

再試験4

成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（Ｃ以上が合格、Ｄは不合格）をもって評価されます。（一部P合格、F不合格で評価される科目あり）

成績評価について質疑がある場合は、受付期間内（成績交付後7日間以内）に教務課で所定の用紙を受け取り、必要事項を記入の
上、教務課に提出してください。後に掲示・メール配信等で呼出し、回答を伝えます。受付期間を過ぎた場合は、一切受け付けません。

成績の評価1

8 学業成績

合　否

合　格

不合格

保　留

素　点

100 ～ 90

 89 ～ 80

 79 ～ 70

 69 ～ 60

－

－

 59 ～ 0

0

0

－

－

評価の基準

到達目標を十分に達成し、卓越している

到達目標を十分に達成できている

到達目標を達成できている

到達目標を最低限達成できている

－

－

到達目標を達成できていない

出席不足

受験せず

－

成績保留

成績証明書の表示

S

A

B

C

P

N

表示されない

評　価

Ｓ（秀）

Ａ（優）

Ｂ（良）

Ｃ（可）

P（合格）

N（認定）

F（不合格）

W

Ｄ（不可） Ｒ
Ｊ
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前期成績表および後期成績表は、学生ポータルサイト「メソフィア」に掲載しますので、必ず確認をしてください。ただし、試験期
間など確認できない期間があります。詳細はオリエンテーションや掲示板で連絡します。
成績表を閲覧し、Ｄ判定の科目について再試験を希望する場合は、所定の手続き（6.試験（4）参照）をしてください。なお、再試
験終了後、前期成績表は10月、後期成績表は3月に保護者宛に送付します。

※不合格科目（Ｄ）を再履修し合格した場合は、それ以前の評価に代わり、最新の評価をＧＰＡに算
入します。ただし、過去に交付した成績表のＧＰＡについては、遡って修正することはしません。

※成績評価記号P及びF、NはGPAの対象外です。
※教職課程の科目及び卒業要件外の科目はＧＰＡの対象外となります。

成績発表の方法2

学業成績は年次毎に総合評価のポイントで表します。
この数値をGrade Point Average = ＧＰＡといいます。
各科目の成績は次のようにポイント化します。
各科目のポイントにその単位数を乗じた値の合計を、履修登録した単位数の合計
で除し、総合評価ポイントとします。

ＧＰＡ制度（成績総合評価）3

成績評価記号

Ｓ（秀）

Ａ（優）

Ｂ（良）

Ｃ（可）

ポイント数

４

３

２

１

０Ｄ（不可） Ｒ

Ｊ

ＧＰＡ＝（各科目のポイント×各科目の単位数）／履修登録の総単位数

特待生の継続審査の際には、このＧＰＡを利用します。基準値などの詳細は、「10.特待生制度」を確認して下さい。また、それ以
外にも学業成績優秀賞や卒業時の賞の判定などには、素点の平均点などの成績総合表を利用することがあります。
毎学期、成績評価が決定した時点で当該学期のＧＰＡが1.0未満または本学の定める修得単位数未満の場合は、担当教員によ
る面談を行います。また、連続でＧＰＡが1.0未満となった場合は、退学を含む指導が行われます。

GPAの取り扱い4

成績優秀にして他の模範となる学生に対して、卒業時に上野賞および赤羽賞が授与されます。

上野賞・赤羽賞5

1年次終了時に、成績上位者10名を表彰します。本賞は、成績の素点平均値（ゼミナール科目・他学部履修科目を除く）により選
考します。表彰者に対しては、翌年度の授業料を一部減免します。ただし、他の授業料減免制度の有資格者は、表彰のみとし、減
免の対象にはなりません。また、次に該当する場合は、表彰の対象とはなりません。

○ゼミナール科目、他学部履修科目を除く履修単位数が、1年次終了時点で31単位未満
○素点平均が、80点未満
○留年生

学業成績上位者表彰6

9 学籍と修業年限について
　学籍とは、本学の学生としての身分を有していることをいいます。学籍は入学によって発生し、卒業、退学、
除籍によって失われます。在学とは、学生が本学の学籍を有し、現に学修している状態をいいます。在学期間
とは、その学修している期間をいいます。修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な在学期間
をいい、これに対して在学年限とは、本学に在学できる最長の在学期間のことをいいます。ただし休学期間は
在学期間に含めません。

本学の修業年限は2年です。在学期間は、休学期間を除き通算して4年が限度です。この年限を超えて在学することはできず、
卒業要件を充たせない場合は、除籍となります。

修業年限と在学期間1

❶疾病その他やむを得ない事情により2ヶ月以上修学することのできない場合、学長の許可を得て休学することができます。ま
た、疾病その他の事由で修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができます。

❷休学の期間は半期を単位としますが1年を超えることはできません。ただし、特別の事由がある場合は、引続き更に１年まで
延長を認めることもありますが、届け出は半期毎の扱いとなります。また、1年前期は休学できません。

❸休学の期間は通算して2年を超えることができません。
❹休学の期間は学則第5条第2項の在学年限に算入しません。
❺休学を希望する場合、クラスまたはゼミナール担当教員と相談の上、休学を希望する期の開始前までに「休学願」を教務課に
提出してください。

❻休学の学期については学費を納入する必要はありませんが、別途在籍料が必要となります。（学生便覧81頁参照）

休学3

❶休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができます。
❷学則第16条による退学者および学則19条の規定による除籍者については、教授会の議を経て学長が必要と認めた場合は、
復学・復籍することができます。

❸復学する場合は、教授会の議を経て学長が復学相当年次を決定します。
❹前期・後期いずれの期からでも復学できますが、同一学年を前期から後期の順で在学しないと進級ができません。
❺本学では、休学中の学生がスムーズに復学できるよう「復学相談日」を設けていますので、ぜひ活用してください。復学、継続
休学あるいは退学をする場合、前期であれば2月、後期であれば8月中に届けを教務課に提出してください。

復学および復籍5

❶退学を希望する場合、学長の許可を得て退学することができます。クラスまたはゼミナール担当教員と相談の上、退学を希
望する場合、前期であれば2月、後期であれば8月中に「退学届」を教務課に提出してください。

❷学費が納入されていた期までが在籍となります。学費未納のままで退学することはできません。
❸願い出によらない退学は、除籍の扱いになります。
❹退学時には、学生証の返却、ロッカー内の荷物の撤去、生協出資金の返還などの事務処理が必要となります。

退学2

次に該当する者は、除籍となります。
❶在学年限（4年）を超えた者。ただし、学則第5条第2項の但し書きに該当する者は除きます。
❷学則第18条第2項に定める休学の期間（2年）を超えてなお修学できない者
❸疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる者
❹授業料、その他の納入金を所定の期日までに納付せず、督促してもなお納付しない者

除籍4
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